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●関連する主な計画等●
・ 文京区新型インフルエンザ等対策行動計画
・ 文京区保健医療計画（平成30年度～平成35年度）

●課題解決に向けて取り組むべきこと●
・

・

・

新型コロナウイルス感染症対策の推進

2　健康で安心な生活基盤の整備◎基本政策

主要課題 No. 55

近年の国際化の進展などにより海外から侵入
する感染症の増加等を踏まえ、区では、国や
都と連携し、新興・再興感染症の健康危機管
理対策を推進してきました。

令和元年12月、中華人民共和国湖北省武漢市
において、新型コロナウイルスの感染者が発
生し、世界的な大流行となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染経路は、感
染した人の咳やくしゃみのしぶき（飛沫）に
含まれるウイルスを吸い込むこと等による飛
沫感染と、ウイルスが付着した手で目・口・
鼻を触ること等による接触感染があります。

本区における月別陽性者数（令和２年）
　　　　　　　　　　（令和２年12月末時点）

感染症予防として、「３つの密（密閉・密
集・密接）」の回避や、マスクの着用、手洗
いの励行、換気の徹底など、「新しい生活様
式」の実践が提唱されており、区としても、
区民への啓発に努めています。

感染者の中には、無症状病原体保有者もいる
ことから、感染拡大防止のためには、一人ひ
とりが感染症に関する正しい知識に基づき、
予防対策を実施することで、感染しない・感
染させないことが大切です。

新型コロナウイルスワクチンの開発等が進
み、区においても、国の動向等を踏まえ、区
民等に対するワクチン接種に向け、実施体制
の整備に取り組んでいます。

　本区における新型コロナウイルス感染症の年代別
陽性者数は、陽性確定患者数及び無症状病原体保有
者数ともに20代が最も多くなっています。

区民に感染症予防に関する知識を啓発し、感染防止に向けた「新しい生活様式」の実践を促すととも
に、ワクチン接種の実施体制を整備する必要があります。

本区における年代別陽性者数（令和２年）
　　　　　　　　　　（令和２年12月末時点）

庁内のほか、国や都、医療機関等の関係機関との連携による健康危機管理体制を整備する必要があり
ます。

　本区における新型コロナウイルス感染症の月別陽
性者数は、令和２年４月に一度増加し、その後減少
したものの、７月以降の第２波・第３波に伴い、感
染者が増加しています。

国内の感染症の拡大に伴い、令和２年４月、
全国に緊急事態宣言が発出されました。その
後も、流行の波は繰り返され、令和３年１月
には、東京都など大幅に感染が広がる地域に
対して、再び緊急事態宣言が発出されまし
た。

区（文京保健所）では、区民等からの相談対
応や感染者への対応（疫学調査・移送・行政
措置・医療給付等）のほか、庁内や国・都・
医療機関等の関係機関との連携を図りなが
ら、ＰＣＲ検査センターの設置等、感染症の
状況に応じた、様々な対策に取り組んできま
した。

感染症の状況に応じた適切な対応により、感染拡大を可能な限り抑制する必要があります。
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●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 感染症に関する相談（一般相談窓口）

 ‣ 普及啓発（個人レベルの基本的な感染対策、職場等における感染予防対策

　の徹底等）

 ‣ 庁内及び国・都・ 医療機関等の関係機関との連携体制の確保

 ‣ 感染症に関する相談（新型コロナ受診相談窓口）

 ‣ 感染者対応（疫学調査・行政措置・医療給付等）

 ‣ 積極的疫学調査に基づく濃厚接触者への健康観察の実施

 ‣ ＰＣＲ検査体制の整備

 ‣ ワクチン接種の実施体制の整備

 ‣ 区民等に対するワクチン接種

 ‣ 発生時検査

 （施設で罹患者が発生した際に、対象範囲を拡大して検査を実施）

 ‣ 定期検査

 （施設職員に対し、定期的に検査を実施）

 ‣ 随時検査

 （軽度の体調不良や家族が濃厚接触者になる等、勤務に懸念のある職員や、

     介護・高齢者施設、障害者施設への入所予定者に対し、検査を実施）

 （対象施設）

 ‣ 発生時・随時検査：介護・高齢者施設、障害者施設、区立小中学校、

 　  　　　　　　　　 　　　区内幼稚園、児童館・育成室、区内保育所　等

 ‣ 定期検査：介護・高齢者施設、障害者施設のうち入所施設を対象

【行財政運営の視点】

R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　区民等が感染症予防に関する理解を深め、正しい知識に基づく感染予防対策の実践やワクチン接種によ
り、感染症が予防されているとともに、庁内及び国・都・医療機関等関係機関との連携した健康危機管理
体制の下、感染症の状況に応じた適切な対応がとられている。

〇感染症予防対策の推進

〇健康危機管理体制の整備

　新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に向けた保健所の体制整備を進めるとともに、今後の感
染状況に応じて適切な対応がとれるよう、柔軟で機動的な組織・人員体制を整備していきます。

（ワクチン接種）

196

高齢者・障害者・子ども施設
等のＰＣＲ検査の実施

［福祉政策課・障害福祉課・
幼児保育課・教育総務課 等]

486,370197

　庁内のほか、国や都、医療機関等の関係機関と連携し、感染症に関する情報共有や連携体制の構築等、
健康危機管理体制を整備します。

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止

　感染症を予防するため、区民等に対し、個人や職場等における感染予防対策の徹底等、感染症について
の正しい知識と適切な予防対策を周知・啓発することにより、感染防止に向けた「新しい生活様式」の実
践を促すとともに、ワクチン接種の実施体制を整備し、区民等に対する接種を進めていきます。

682,457

　感染拡大を可能な限り抑制するため、感染症が発生した時には、感染症法に基づく感染者への適切な対
応を図るとともに、ＰＣＲ検査体制を整備します。

R2（2020）

年次計画 事業費
（千円）

事業番号 計画事業（所管課）

（感染症拡大防止）

（感染症予防対策の普及啓
発）

新型コロナウイルス感染症
対策推進事業

予防対策課

（健康危機管理体制の整備）


